
事業所からごみを出される皆様へ 

令和 8 年 4 月 1 日から 

ごみ処理手数料を改定します。 

 

 

 

 

 

皆様が許可業者と契約されている場合、許可業者に支払われている料金には以下の 2 つが含

まれます。 

① 大和高田市クリーンセンター（以下クリーンセンター）に支払われるごみ処理手数料 

② 許可業者がごみを運搬する収集運搬料金 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ手数料を下記のとおり改定します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排出事業者 許可業者 クリーンセンター 

ごみ処理手数料 

5kg あたり 

※5kg 未満は 5kg

とみなす 

68  円 

ごみ処理手数料 

5kg あたり 

※5kg 未満は 5kg

とみなす 

80  円 

ごみ処理手数料を 5kg あたり 

68 円から 80 円に改定します。 

(1kg あたり 13.6 円から 16 円) 

※5kg 未満は 5kg とみなします。 

※ごみ処理手数料には消費税を含みます。 

現 行 令和 8 年 4 月 1 日から 

［お問合わせ先］ 

大和高田市クリーンセンター 企画整備課 TEL:0745-52-1685 

大和高田市今里川合方 23 番地 

 

手数料改定に伴いまして、現在皆様にご負担いただいております「ごみ処理手数料」が変わりま

す。令和 8 年 4 月 1 日以降にご負担いただく手数料につきましては、現在契約されている一般廃

棄物収集運搬業許可を受けた業者（許可業者）にご確認いただき、適正な料金負担について、ご

理解とご協力をお願い致します。 

 

tel:0745-52-1685


手 数 料 改 定 Q＆A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

許可業者にごみの収集運搬を委託していますが、どのように影響しますか。 

ごみの収集運搬を許可業者に委託されている場合、クリーンセンターに支払われるごみ手数料と

収集運搬料金が含まれています。ごみ処理手数料改定によるごみ処理にかかる料金については契

約されています許可業者にご確認ください。 

 

A1 

Q1 

 

A2 

Q2 自分の店舗はごみの量が少ないが、料金はどうなりますか。 

ごみ処理手数料はごみの量等に関係なく改定に伴い料金は上がりますので、契約されている許可

業者にご確認下さい。 

 

A3 

Q3 事業活動に伴い排出されるごみを、自分でクリーンセンターに搬入しているが、手数料改定は関

係ありますか。 

クリーンセンターに自ら搬入している場合も、ごみ処理手数料は上がります。 

事業系ごみは 5kg あたり 80 円になります。 

 

A4 

Q4 なぜ料金を改定するのですか。 

ごみを直接搬入される方（許可業者の搬入も含む）に受益者負担としてごみ処理手数料を負担し

て頂いています。手数料は長年据置となっており、物価の上昇などによりごみ処理にかかる費用

と手数料の差が大きくなっています。ごみ処理に必要な経費を適切に負担していただくため、手

数料を改定いたします。 

ごみ排出事業者の皆さまへのお知らせ 

●事業系ごみを家庭系ごみとして出してはいけません 

 店舗や会社（事業者）のほか、店舗兼住宅の店舗部分から出るごみは、ごみの量の多少に関わらず、全

て「事業系ごみ」です。事業系ごみを家庭系ごみとして出す行為は、少量であっても「不法投棄」とみ

なされ、関係法令により罰則が規定されています。 

 事業系ごみの処理は、廃棄物収集運搬許可業者に委託する等、事業者自身の責任において適正に処理し

てください。 

●ごみの分別について 

 事業系ごみに空缶、ペットボトル、段ボール、古紙などリサイクルできるものが多く混入しています。

ごみの分別に取り組んで頂き、ごみの減量化にご協力をお願いします。 


